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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第95期中 第96期中 第97期中 第95期 第96期

会計期間

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成20年
１月１日

至　平成20年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
12月31日

売上高 （百万円） 6,161 6,159 5,636 13,289 12,900

経常損（△）益 （百万円） △641 △550 △723 △457 △684

中間（当期）

純損（△）益
（百万円） △808 △473 △241 △315 △639

純資産額 （百万円） 1,624 1,494 1,044 2,144 1,331

総資産額 （百万円） 13,657 12,900 11,357 13,708 12,702

１株当たり純資産額 （円） 13.24 13.76 3.32 25.69 9.47

１株当たり中間（当期）

純損（△）益
（円） △20.45 △11.99 △6.12 △7.99 △16.17

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 3.8 4.2 1.1 7.4 2.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △295 170 △847 772 1,013

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △107 △53 1,583 △173 △182

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 165 △400 △604 △432 △1,103

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 792 913 1,055 1,196 924

従業員数

[外、平均臨時雇用者数]
（人）

381

(216)

375

(168)

329

(139)

373

(198)

369

(169)

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第95期中 第96期中 第97期中 第95期 第96期

会計期間

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成20年
１月１日

至　平成20年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
12月31日

売上高 （百万円） 5,275 5,390 4,985 11,417 11,311

経常損（△）益 （百万円） △567 △404 △690 △316 △521

中間（当期）

純損（△）益
（百万円） △571 △407 △190 △38 △528

資本金 （百万円） 1,368 1,368 1,368 1,368 1,368

発行済株式総数 （千株） 39,531 39,531 39,531 39,531 39,531

純資産額 （百万円） △555 △429 △742 △23 △552

総資産額 （百万円） 11,043 10,479 9,114 10,956 10,299

１株当たり中間（年間）

配当額
（円） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

自己資本比率 （％） △5.0 △4.1 △8.1 △0.2 △5.3

従業員数 （人） 253 228 200 239 222

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、㈱ケイ・マリンズ（持分法適用子会社）は、当連結会計年度中に清算予定であります。

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 （平成20年６月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

海上運送業 201 （13）

飲食業・商品販売業 72 （16）

その他事業 56 （110）

合計 329 （139）

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。

３．新配船への集約移行に伴い、前連結会計年度に比べ、合計で40名減少しております。

(2）提出会社の状況

　 （平成20年６月30日現在）

従業員数（人） 200

　（注）　従業員数は、就業人員であり、内訳は陸上従業員47名、海上従業員153名となっております。

(3）労働組合の状況

　労働組合との間に特に記載すべき事項はありません。

EDINET提出書類

関西汽船株式会社(E04253)

半期報告書

 4/46



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　　　当中間連結会計期間のわが国経済は、米国経済の減速や原油・原材料価格高騰の長期化、更に住宅着工件数の激減

などの影響を受け、景気の停滞が懸念される状況となりました。

　こうした経営環境において、当社は長期化が続いている燃料油価格高騰への対応並びに燃料油価格変動調整金

の導入等を踏まえた「中期経営計画」（平成19年度から平成21年度まで）の実行に全力を挙げております。平成

20年１月16日からは、株式会社ダイヤモンドフェリーと共同運航しております阪神/四国/中九州航路の配船・運

航ダイヤを見直し、両社7隻による上下8便の運航体制から6隻による上下6便の新配船に集約移行しました。この1

隻減船となる運航体制のもとで、運航コスト削減を実施し財務体質の改善強化を図り、公共輸送機関として航路

維持の責任を果たして行くことで、航路運営基盤の強化に繋がるものとの判断しております。

　当中間連結会計期間の業績につきましては、中九州航路（阪神/四国/中九州）では国内物流関係においては順調

に推移しましたが、旅客・乗用車輸送は他の交通機関との競争激化から、厳しい状況が続きました。小倉航路（小

倉/松山）では旅客・物流とも順調に推移し予算を達成しました。この結果、当中間連結会計期間の営業収益は56

億3千万6百万円（前年同期比8.5％減）となりました。費用面では、株式会社ダイヤモンドフェリーとの共同運航

を通じて航路運営の効率化を進めるとともに、各部門で徹底したコスト削減や合理化実施を重ねました。燃料油

の消費量については期中の1隻減船効果があり、前年同期比で約17％の削減となりましたが、燃料油価格の高騰は

衰えを見せず費用は増加しました。その結果、経常損益は7億2千3百万円の損失計上（前年同期は5億5千万円の損

失）を余儀なくされました。中間純損失は、特別利益として船舶売却益、特別損失として貸倒引当金繰入額、役員

退職慰労引当金繰入額及びターミナル移転に伴う資産除却損を計上した結果、2億4千1百万円（前年同期は4億7

千3百万円の損失）となりました。

　　なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

（海上運送業）

　売上高は49億8千7百万円（前中間連結会計期間比7.6%減、外部顧客売上高48億9千万円）で、運航体制の見直し

による減便により、前中間連結会計期間を下回りました。費用面においては各部門にわたるコスト削減に努めま

したが、燃料油価格の高騰の影響は減船による消費量削減効果を越え、営業損益は前中間連結会計期間と比較し

て1億3千4百万円減益の6億7千5百万円の営業損失となりました。

（飲食業、商品販売業）

　主として船内での飲食業でありますが、売上高は4億7千9百万円（前中間連結会計期間比24.5%減、外部顧客売上

高4億1千6百万円）で、運航体制の見直しによる減便により、前中間連結会計期間を大きく下回り、営業損益では6

百万円の営業損失（前中間連結会計期間は1千1百万円の営業利益）となりました。

（その他事業）

　海運代理店業、一般貨物自動車運送業等でありますが、売上高は4億7千3百万円（前中間連結会計期間比7.3%減、

外部顧客売上高3億2千8百万円）で前中間連結会計期間を下回りました。営業損益では燃料価格の上昇などによ

り、1千9百万円の営業損失（前中間連結会計期間は9百万円の営業利益）となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

　  　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ1

億4千2百万円増加し、当中間連結会計期間末には10億5千5百万円となりました。

　　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動により支出した資金は、8億4千7百万円（前中間連結会計期間は1億7千万円の収入）となりました。これ

は、税金等調整前中間純損失2億8千8百万円の計上に加え、仕入債務の減少5億4千9百万円等により資金が減少し

たものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動により得られた資金は、15億8千3百万円（前中間連結会計期間は5千3百万円の支出）となりました。これ

は主に、運航体制の見直しによる船舶の売却を行ったことによる資金の増加であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動により支出した資金は、6億4百万円（前中間連結会計期間比51％増）となりました。これは、新たに長期

借入金4億7千万円を得たものの、長期借入金の返済10億7千3百万円を支出したことによるものであります。

EDINET提出書類

関西汽船株式会社(E04253)

半期報告書

 6/46



２【生産、受注及び販売の状況】

(1）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

海上運送業 4,987 △7.6

飲食業・商品販売業 479 △24.5

その他事業 473 △7.3

計 5,940 △9.2

消去 △303 △20.6

合計 5,636 △8.5

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

　当社グループは安全運航と環境保護を徹底し、企業の社会的責任を果たすことにより公共輸送機関としての使命を

果たし、社会の発展に貢献することを企業理念としたコンプライアンス体制を確立しております。安全運航につきま

しては、他社に先んじて確立し、関係先からも高い評価を受けております「運航管理マネージメント」の下、「安全管

理規程」に従って、経営トップ自らが先頭に立ち、強い意志とリーダーシップを持って全社員をリードし、お客様の生

命・財産をお預かりしているという「旅客輸送フェリー」の公共性及び安全優先の原則を全社員に徹底するととも

に社内訓練の実施や、関係先による訓練への協力等を通して、安全運航の徹底に努めております。

　一方で、営業面においては、燃料油価格の高騰が続く状況下で国内輸送需要の落込みや個人消費の低迷が続き、他の

輸送機関との競争が更に激化するものと思われ、当社を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況が続くことが予測され

ます。特に燃料油価格の高騰による費用負担の大幅増加につきましては、当社の大きな課題となっております。このよ

うな状況の中、安全運航の堅持と顧客満足度向上への不断の努力による増客・増収はもとより、6隻6便による新配船

体制のもとでのサービスおよび効率化の促進と前述の「修正中期経営計画」を確実に実行することにより、収益向上

とコスト削減を図り、厳しい経営環境においても収益を維持できる黒字体質の確立に取組んでまいります。

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間における主要な設備の異動は以下のとおりであります。

（1）売却

　（提出会社） 　

事業所

（所在地）

事業の種類別

セグメント

の名称　

船種 区分
総屯数

（屯）

載貨重量屯数

（屯）

船齢

（年）
売却の時期

本社

（大阪市北区）
海上運送業 フェリー 自社船 9,447 3,773 17 平成20年2月

　

　（2）除却

　（提出会社） 　

事業所

（所在地）

事業の種類別セグ

メントの名称
設備の内容 科目

期末帳簿価額

（百万円）
除却の時期

神戸港

（神戸市中央区）
海上運送業 港湾設備

建物・構築物

・器具及び備品
55 平成20年3月

　

２【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 105,600,000

計 105,600,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年９月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 39,531,200 39,531,200

㈱大阪証券取引所

（市場第二部）

㈱東京証券取引所

（市場第二部）

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

計 39,531,200 39,531,200 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
　（株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年１月１日～

平成20年６月30日
― 39,531,200 ― 1,368 ― ―
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（５）【大株主の状況】

　 （平成20年６月30日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社商船三井 大阪市北区中之島３丁目６番32号 14,476 36.62

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 1,818 4.60

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 1,312 3.32

株式会社新来島どっく 愛媛県今治市大西町新町甲945番地 792 2.00

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 360 0.91

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 360 0.91

ピクテ　アンド　シー　

ヨーロッパ　エスエー

（常任代理人　

　株式会社三井住友銀行）

1 BOULEVARD ROYAL L-2016

 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

（東京都千代田区丸の内1丁目3番2号）

350 0.89

ダイビル株式会社 大阪市北区中之島３丁目６番32号 264 0.67

三菱重工業株式会社 東京都港区港南２丁目16番５号 264 0.67

株式会社サノヤス・ヒシノ明昌 大阪市北区中之島３丁目６番32号 264 0.67

合　計 20,260 51.26

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 （平成20年６月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 4,800 －

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,513,900 395,139 同上

単元未満株式 普通株式 12,500 － 同上

発行済株式総数  39,531,200 － －

総株主の議決権 － 395,139 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,200株（議決権62個）含まれており

ます。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式82株が含まれております。
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②【自己株式等】

　 （平成20年６月30日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

関西汽船株式会社
大阪市北区中之島

３丁目６番32号
4,800 － 4,800 0.01

計 － 4,800 － 4,800 0.01

　（注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が200株（議決権2個）

あります。なお、当該株式数は前記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 135 131 125 127 127 125

最低（円） 101 112 101 106 115 106

　（注）　月別最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）及び「中間連結財務諸表

の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に

基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）及び「中間財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づい

て作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成

20年６月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の中

間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結損益計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　          

１．海運業収益及び
その他役務収益

　 5,604   5,219   11,752   

２．商品売上高 　 555 6,159 100.0 416 5,636 100.0 1,147 12,900 100.0

Ⅱ　売上原価 　          

１．海運業費用及び
その他役務原価

　 5,603   5,348   11,382   

２．商品売上原価 　 443 6,047 98.2 349 5,698 101.1 914 12,297 95.3

売上総利益 　  112 1.8  － －  603 4.7

売上総損失 　  － －  61 1.1  － －

Ⅲ　一般管理費 ※１  624 10.1  630 11.2  1,208 9.4

営業損失 　  511 8.3  692 12.3  605 4.7

Ⅳ　営業外収益 　          

１．受取配当金 　 8   9   7   

２．業務分担金 　 3   3   6   

３．その他 　 18 30 0.5 13 26 0.5 45 58 0.4

Ⅴ　営業外費用 　          

１．支払利息 　 63   52   128   

２．その他 　 6 69 1.1 5 57 1.0 8 137 1.0

経常損失 　  550 8.9  723 12.8  684 5.3

Ⅵ　特別利益 　          

１．船舶売却益 　 －   672   －   

２．債務免除益 ※３　 46   －   46   

３．投資有価証券売却益 　 3 49 0.8 － 672 11.9 3 49 0.4

Ⅶ　特別損失 　          

１．役員退職慰労引当金繰入額 　 －   102   －   

２．貸倒引当金繰入額 　 －   76   －   

３．固定資産除却損 ※２ －   58   －   

４．立退料等 　 －   －   29   

５．投資有価証券評価損 　 7 7 0.1 － 237 4.2 7 36 0.3

税金等調整前中間（当期）
純損失

　  508 8.2  288 5.1  671 5.2

法人税、住民税及び事業税 　 7   6   11   

法人税等調整額 　 △10 △2 △0.0 △10 △3 △0.0 △20 △8 △0.1

少数株主損失 　  31 0.5  42 0.8  23 0.2

中間（当期）純損失 　  473 7.7  241 4.3  639 4.9
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②【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日残高（百万円） 1,368 △383 △1 984 18 12 31 1,098 2,114

中間連結会計期間中の変動額          

中間純損失 － △473 － △473 － － － － △473

自己株式の取得 － － △0 △0 － － － － △0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － 2 － 2 △148 △146

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ △473 △0 △473 2 － 2 △148 △620

平成19年６月30日残高（百万円） 1,368 △857 △1 510 20 12 33 950 1,494

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成19年12月31日残高（百万円） 1,368 △1,022 △1 345 16 12 28 957 1,331

中間連結会計期間中の変動額          

中間純損失 － △241 － △241 － － － － △241

自己株式の取得 － － △0 △0 － － － － △0

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － △0 － △0 △44 △45

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ △241 △0 △241 △0 － △0 △44 △286

平成20年６月30日残高（百万円） 1,368 △1,264 △1 103 15 12 28 913 1,044

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年12月31日残高（百万円） 1,368 △383 △1 984 18 12 31 1,098 2,114

連結会計年度中の変動額          

当期純損失 － △639 － △639 － － － － △639

自己株式の取得 － － △0 △0 － － － － △0

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － △2 － △2 △141 △143

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ △639 △0 △639 △2 － △2 △141 △782

平成19年12月31日残高（百万円） 1,368 △1,022 △1 345 16 12 28 957 1,331

EDINET提出書類

関西汽船株式会社(E04253)

半期報告書

14/46



③【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　  915   1,057   926  

２．受取手形及び営業未収金
※２
※３

 1,015   912   1,146  

３．たな卸資産 　  130   150   144  

４．その他 　  265   357   318  

５．貸倒引当金 　  △1   △24   △4  

流動資産合計 　  2,325 18.0  2,453 21.6  2,531 19.9

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１          

(1）船舶 ※２ 7,826   5,838   7,432   

(2）建物及び構築物 ※２ 302   191   292   

(3）機械装置及び車両運搬具 　 64   43   52   

(4）器具及び備品 　 16   18   17   

(5）土地 　 1,170   1,170   1,170   

(6）建設仮勘定 　 1 9,382 72.7 495 7,757 68.3 3 8,968 70.6

２．無形固定資産 　          

(1）公共施設利用権 　 227   218   223   

(2）その他 　 102 330 2.6 60 278 2.5 117 341 2.7

３．投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 ※２ 528   530   533   

(2）長期貸付金 　 148   148   142   

(3）その他長期資産 ※２ 189   269   188   

(4）貸倒引当金 　 △3 862 6.7 △79 868 7.6 △3 860 6.8

固定資産合計 　  10,575 82.0  8,904 78.4  10,170 80.1

資産合計 　  12,900 100.0  11,357 100.0  12,702 100.0

　 　          

 

EDINET提出書類

関西汽船株式会社(E04253)

半期報告書

15/46



　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．営業未払金 　  1,644   1,559   2,109  

２．短期借入金 ※２  200   －   －  

３．一年以内返済の長期借入金 ※２  1,419   686   1,388  

４．未払法人税等 　  13   11   17  

５．その他 　  499   778   748  

流動負債合計 　  3,776 29.3  3,036 26.8  4,263 33.6

Ⅱ　固定負債 　          

１．長期借入金 ※２  6,468   6,094   5,996  

２．土地再評価に係る繰延税金
負債

　  9   9   9  

３．繰延税金負債 　  125   102   112  

４．引当金 　          

(1）退職給付引当金 　 977   921   948   

(2）役員退職慰労引当金 　 －   112   －   

(3）特別修繕引当金 　 8 985  2 1,035  5 953  

５．その他 　  40   34   34  

固定負債合計 　  7,629 59.1  7,276 64.0  7,107 55.9

負債合計 　  11,406 88.4  10,313 90.8  11,370 89.5

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  1,368 10.6  1,368 12.0  1,368 10.8

２．利益剰余金 　  △857 △6.6  △1,264 △11.1  △1,022 △8.0

３．自己株式 　  △1 △0.0  △1 △0.0  △1 △0.0

株主資本合計 　  510 4.0  103 0.9  345 2.8

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評価差額金 　  20 0.1  15 0.1  16 0.1

２．土地再評価差額金 　  12 0.1  12 0.1  12 0.1

評価・換算差額等合計 　  33 0.2  28 0.2  28 0.2

Ⅲ　少数株主持分 　  950 7.4  913 8.1  957 7.5

純資産合計 　  1,494 11.6  1,044 9.2  1,331 10.5

負債純資産合計 　  12,900 100.0  11,357 100.0  12,702 100.0
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　    

税金等調整前中間（当期）純損失 　 △508 △288 △671

減価償却費 　 515 428 1,033

持分法による投資損益（益：△） 　 △0 1 △14

債務免除益 　 △46 － △46

投資有価証券売却益 　 △3 － △3

有形固定資産売却益 　 － △672 △0

投資有価証券評価損 　 7 － 7

有形固定資産除却損 　 1 58 －

有形固定資産売却損 　 － － 0

貸倒引当金の増加額 　 2 96 5

退職給付引当金の減少額 　 △61 △26 △90

役員退職慰労引当金の増加額 　 － 112 －

受取利息及び受取配当金 　 △9 △11 △9

支払利息 　 63 52 128

売上債権の増減額（増加：△） 　 129 234 △1

たな卸資産の増加額 　 △12 △6 △25

仕入債務の増減額（減少：△） 　 142 △549 606

その他 　 15 △221 221

小計 　 236 △793 1,140

利息及び配当金の受取額 　 9 11 12

利息の支払額 　 △63 △54 △127

法人税等の支払額 　 △11 △11 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 170 △847 1,013

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　    

有形固定資産の取得による支出 　 △64 △277 △188

有形固定資産の売却による収入 　 0 1,745 1

無形固定資産の取得による支出 　 － － △2

無形固定資産の売却による収入 　 － 120 －

投資有価証券の取得による支出 　 △10 － △10

投資有価証券の売却による収入 　 21 － 21

貸付による支出 　 △20 △17 △33

貸付金の回収による収入 　 19 12 29

その他 　 － － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △53 1,583 △182

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　    

短期借入金の純増額 　 200 － －

長期借入による収入 　 114 470 612

長期借入金の返済による支出 　 △598 △1,073 △1,598

少数株主への配当金の支払額 　 △116 △1 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △400 △604 △1,103

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 　 △283 131 △272

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 1,196 924 1,196

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 913 1,055 924
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［継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況］

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　提出会社は、平成16年度において、株式会社

商船三井並びに株式会社三井住友銀行を割当

先とする第三者割当増資を実施し、また、株式

会社三井住友銀行による債務免除を受け、債

務超過の状態を解消するとともに、平成20年

度までの５年間を実施期間とする「経営改善

計画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対

応した運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調

整金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計

画」を策定、実行してきました。

　しかしながら、燃料油価格は更なる上昇を続

け、その影響を全て運賃に転嫁することは困

難であること、及び、他の輸送機関との競争が

激化していること等により、当中間連結会計

期間においても営業損失を計上し、営業損失、

経常損失、中間純損失が継続している状況に

あるため、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。

　提出会社は、燃料油価格の高騰が継続してい

る現状を踏まえ、平成19年２月14日開催の取

締役会において、別府航路の運航体制の見直

しを含む抜本的施策の検討を織込んだ「中期

経営計画（平成19年度から平成21年度ま

で）」を策定、実行しており、商船三井グルー

プのフェリー会社の１社として、引続き同社

の支援のもと、当該計画の着実な達成に向け、

損益基盤と財務体質の改善に努める所存で

す。

 

　なお、中間連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義

の影響を中間連結財務諸表には反映しており

ません。

　提出会社は、平成16年度において、株式会社

商船三井並びに株式会社三井住友銀行を割当

先とする第三者割当増資を実施し、また、株式

会社三井住友銀行による債務免除を受け、債

務超過の状態を解消するとともに、平成20年

度までの5年間を実施期間とする「経営改善

計画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対

応した運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調

整金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計

画」並びに、燃料油価格の高騰が継続してい

る現状を踏まえた「修正中期経営計画（平成

20年度から平成22年度まで）」を策定、実行

してきました。

　しかしながら、他の輸送機関との競争激化に

加え、燃料油価格の予想以上の急激な上昇を

適時に運賃へ転嫁できず、計画に比べ大幅な

減益となり、当中間連結会計期間においても

営業損失を計上し、営業損失、経常損失、中間

純損失が継続している状況にあるため、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

ます。

　提出会社は中九州航路の抜本的な見直しを

行い、平成20年1月16日より株式会社ダイヤモ

ンドフェリーと6隻6便体制で共同配船を実施

し、収益向上とコスト削減に取組んでおりま

すが、足下の燃料油価格の高騰を踏まえ、平成

20年8月22日の取締役会において、更なるコス

ト削減施策を織込んだ「修正中期経営計画」

の見直しを実施しております。

　今後とも、商船三井グループのフェリー会社

の1社として、引続き同社の支援のもと、当該

計画の着実な達成に向け、損益基盤と財務体

質の改善に努める所存です

　

　なお、中間連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義

の影響を中間連結財務諸表には反映しており

ません。

　提出会社は、平成16年度において、株式会社

商船三井並びに株式会社三井住友銀行を割当

先とする第三者割当増資を実施し、また、株式

会社三井住友銀行による債務免除を受け、債

務超過の状態を解消するとともに、平成20年

度までの5年間を実施期間とする「経営改善

計画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対

応した運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調

整金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計

画」並びに、燃料油価格の高騰が継続してい

る現状を踏まえた「中期経営計画（平成19年

度から平成21年度まで）」を策定、実行して

きました。

　しかしながら、他の輸送機関との競争激化に

より予想ほど運賃収入が伸びず、また燃料油

価格の予想以上の高騰により計画に比べ大幅

な減益となり、当連結会計年度においても営

業損失を計上し、営業損失、経常損失、当期純

損失が継続している状況にあるため、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

　提出会社は、株式会社ダイヤモンドフェリー

と7隻8便で共同運営してきた中九州航路の抜

本的な見直しを行い、平成20年1月16日より同

社との共同配船による6隻6便体制への移行を

実施し、収益向上とコスト削減を図ることに

より、厳しい経営環境においても収益を維持

できる黒字体質の確立に取組んでいきます。

この取組みを前提に、平成20年2月13日開催の

取締役会において、「中期経営計画」を一部

修正した「修正中期経営計画」を策定してお

り、商船三井グループのフェリー会社の1社と

して、引続き同社の支援のもと、当該計画の着

実な達成に向け、損益基盤と財務体質の改善

に努める所存です。 

 

　なお、連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影

響を連結財務諸表には反映しておりません。
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［中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項］

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

関汽商事㈱、㈱関汽交通社、関汽運輸

㈱、別府ポートサービス㈱、播淡聯絡

汽船㈱、明岩海峡フェリー㈱、明石

フェリー㈱

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

関汽商事㈱、㈱関汽交通社、関汽運輸

㈱、別府ポートサービス㈱、播淡聯絡

汽船㈱、明岩海峡フェリー㈱、明石

フェリー㈱

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

関汽商事㈱、㈱関汽交通社、関汽運輸

㈱、別府ポートサービス㈱、播淡聯絡

汽船㈱、明岩海峡フェリー㈱、明石

フェリー㈱　

　

　前連結会計年度において連結子会社

でありました明淡高速船㈱は、会社清

算結了により連結子会社から除外して

おります。

 

　  

　前連結会計年度において連結子会社

でありました明淡高速船㈱は、会社清

算結了により連結子会社から除外して

おります。　

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社…㈱ケイ・マリンズ

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社…㈱ケイ・マリンズ

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社…㈱ケイ・マリンズ

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、中間

純損益及び利益剰余金は、いずれも少

額であり、全体としても中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め連結の範囲から除外しております。

 

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金は、いずれも少

額であり、全体としても連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社　１社

子会社名

㈱ケイ・マリンズ

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社　１社

子会社名

同左

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社　１社

子会社名

同左

(2）持分法を適用した関連会社　　　４社

関連会社名

高松商運㈱

明石大橋総合サービス㈱

高松エクスプレス㈱

さんふらわあトラベル㈱

(2）持分法を適用した関連会社　　　４社

関連会社名

高松商運㈱

明石大橋総合サービス㈱

高松エクスプレス㈱

さんふらわあトラベル㈱

(2）持分法を適用した関連会社　　　４社

関連会社名

高松商運㈱　

明石大橋総合サービス㈱　

高松エクスプレス㈱

さんふらわあトラベル㈱

 

　当中間連結会計期間において、さんふ

らわあトラベル㈱に出資し、持分法適

用関連会社としました。

 

　 　

　当中間連結会計期間において、さんふ

らわあトラベル㈱に出資し、持分法適

用関連会社としました。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は６月30日であ

り、中間連結財務諸表提出会社と一致して

おります。

 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は12月31日であり、連

結財務諸表提出会社と一致しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法、売却原価は移動平均法）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法、売却原価は移動平均法）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

イ．評価基準…原価基準

ロ．評価方法…燃料油は最終仕入原価

法、その他は主として

個別法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

イ．船舶

定額法

　なお、耐用年数は18年であります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

イ．船舶

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

イ．船舶

同左

ロ．その他の有形固定資産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降取得の

建物については、定額法を採用して

おります。

　また、建物については、平成10年度

の税制改正により耐用年数の短縮が

行われておりますが、改正前の耐用

年数を継続して適用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物

３～65年

機械装置及び車両運搬具

２～17年

ロ．その他の有形固定資産

同左

ロ．その他の有形固定資産

同左

 

 

 

 

――――――

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金

等調整前中間純損失がそれぞれ14百万円増

加しております。

　

 

 

 

 

――――――　

②　無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく

定額法によって償却しております。

 

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務

（簡便法）及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を計上し

ております。

　なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

おります。

②　退職給付引当金

同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務

（簡便法）及び年金資産に基づき計上

しております。

　なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

おります。

　

　

　　　――――――

③　役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支払に備えるため、

役員に対する退職慰労金の支給見積額

のうち、当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を計上

しております。　

　

　

　　　　――――――　

③　特別修繕引当金

　船舶安全法による船舶の定期検査工

事費用の支出に充てるため、将来の修

繕見積額に基づき計上しております。

 

④　特別修繕引当金

同左

③　特別修繕引当金

同左

(4）収益及び費用の計上基準

　貨物運賃並びに自動車航送運賃は積切

時、船客運賃は乗船時に収益に計上して

おり、又、運航費はこれに対応して貨物、

自動車の揚切時及び船客の下船時までの

ものを計上し、船費並びに借船料は発生

主義により計上しております。

 

(4）収益及び費用の計上基準

同左

(4）収益及び費用の計上基準

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

 

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理の方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引出可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

　 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引出可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。
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［中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更］

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　

　

　　　　　―――――

（役員退職慰労引当金）

　当社及び連結子会社では、役員退職慰労金

を従来支出時の費用として処理しておりま

したが、改正後の「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会報告第42号）を適用し、当中間

連結会計期間より期末日において発生して

いると認められる額を役員退職慰労引当金

として計上する方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べ、一般管理

費が9百万円、特別損失が102百万円それぞ

れ増加し、経常損失は9百万円、税金等調整

前中間純損失は112百万円それぞれ増加し

ております。

　

　

　　　　　　―――――

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間連結会計期間より、法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取得した資

産については、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　なお、この変更による損益に与える影響は

軽微であります。

 

　

　

　　　　　　―――――

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

　なお、この変更による損益に与える影響は

軽微であります。
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［注記事項］

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．一般管理費の主要な項目及びその金額

は次のとおりであります。

※１．一般管理費の主要な項目及びその金額

は次のとおりであります。

※１．一般管理費の主要な項目及びその金額

は次のとおりであります。

(1）役員報酬及び従業員

給与
276百万円

(2）減価償却費 20百万円

(3）退職給付費用 54百万円

(4）資産維持費 42百万円

(1）役員報酬及び従業員

給与
250百万円

(2）減価償却費 22百万円

(3）退職給付費用 45百万円

(4）資産維持費 43百万円

(1）役員報酬及び従業員

給与
524百万円

(2）減価償却費 43百万円

(3）退職給付費用 87百万円

(4）資産維持費 85百万円

 

─────

※２．固定資産除却損の内容は以下のとおり

であります。

 

─────

　 建物及び構築物

その他

57百万円

0百万円

 

※３．債務免除益

　連結子会社である明淡高速船㈱が借入

金の債務免除を受けたものであります。

 

─────

※３．債務免除益

　連結子会社である明淡高速船㈱が借入

金の債務免除を受けたものであります。

　

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株

式の種類及び株式数に関する事項

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株

式の種類及び株式数に関する事項

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株

式の種類及び株式数に関する事項

　

発行済株式 自己株式

普通株式 普通株式

（株） （株）

前連結会計年
度末株式数

39,531,200 4,901

当中間連結会
計期間増加株
式数

－ 26

当中間連結会
計期間減少株
式数

－ －

当中間連結会
計期間末株式
数

39,531,200 4,927

　

発行済株式 自己株式

普通株式 普通株式

（株） （株）

前連結会計年
度末株式数

39,531,200 4,971

当中間連結会
計期間増加株
式数

― 134

当中間連結会
計期間減少株
式数

― ―

当中間連結会
計期間末株式
数

39,531,200 5,105

　

発行済株式 自己株式

普通株式 普通株式

（株） （株）

前連結会計年
度末株式数

39,531,200 4,901

当連結会計年
度増加株式数

― 70

当連結会計年
度減少株式数

― ―

当連結会計年
度末株式数

39,531,200 4,971

　自己株式の増加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。

 

　自己株式の増加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。

　自己株式の増加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。
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（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前連結会計年度
（平成19年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

　 16,146百万円 　 12,344百万円 　 16,626百万円

※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２．担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

受取手形 34百万円

船舶 7,397百万円

建物 97百万円

投資有価証券 60百万円

その他長期資産 6百万円

計 7,596百万円

受取手形 29百万円

船舶 5,442百万円

建物 93百万円

投資有価証券 64百万円

その他長期資産 6百万円

計 5,636百万円

受取手形 33百万円

船舶 7,036百万円

建物 95百万円

投資有価証券 64百万円

その他長期資産 6百万円

計 7,235百万円

(2）担保付債務 (2）担保付債務 (2）担保付債務

短期借入金 200百万円

一年以内返済の長期

借入金
1,419百万円

長期借入金 6,448百万円

計 8,067百万円

  
一年以内返済の長期

借入金
686百万円

長期借入金 6,075百万円

計 6,761百万円

一年以内返済の長期

借入金
1,388百万円

長期借入金 5,976百万円

計 7,365百万円

 

─────

　３.保証債務

     神戸フェリーバス㈱のリース契約に

よる支払債務70百万円に対し、当社を

含め2社にて保証を行っております。　

     また、さんふらわあトラベル(株)の仕

入債務につき、極度額3百万円の保証を

行っております。　

 

─────

※３．中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間

末日は金融機関の休日でありました

が、満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。当中間連結会計

期間末日満期手形は次のとおりであり

ます。

 

─────

※３．連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度末日は金

融機関の休日でありましたが、満期日

に決済が行われたものとして処理して

おります。当連結会計年度末日満期手

形は次のとおりであります。

受取手形 18百万円 　 受取手形 16百万円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成19年６月30日現在）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 915百万円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金
△2百万円

現金及び現金同等物 913百万円

現金及び預金勘定 1,057百万円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金
△2百万円

現金及び現金同等物 1,055百万円

現金及び預金勘定 926百万円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金
△2百万円

現金及び現金同等物 924百万円

EDINET提出書類

関西汽船株式会社(E04253)

半期報告書

24/46



（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

　

機械装置
及び
車両
運搬具
（百万円）

器具
及び
備品

（百万円）

合計
（百万円）

取得価額相
当額

3 112 115

減価償却累
計額相当額

0 46 47

中間期末残
高相当額

2 65 68

　

機械装
置及び
車両
運搬具
(百万円

)

器具
及び
備品
（百万
円）

その他　
（百万
円）　

合計
（百万
円）

取得価額相
当額

11 112 29 153

減価償却累
計額相当額

2 63 5 72

中間期末残
高相当額

9 48 23 80

　

機械装
置及び
車両
運搬具
（百万
円）

器具
及び
備品
（百万
円）

その他　
（百万
円）　

合計
（百万
円）

取得価額相
当額

7 112 29 149

減価償却累
計額相当額

1 54 2 58

期末残高相
当額
 

6 57 26 90

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 19百万円

１年超 48百万円

合計 68百万円

１年内 27百万円

１年超 53百万円

合計 80百万円

１年内 26百万円

１年超 63百万円

合計 90百万円

　なお、取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

　なお、取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産及び無形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 

　なお、取得価額相当額及び未経過リース料

期末残高相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産及び無形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

支払リース料 13百万円

減価償却費相当額 13百万円

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価
（百万円）

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

株式 　 5 18 13

債券 地方債 0 0 0

計 5 19 13

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 144

Ⅱ　当中間連結会計期間末（平成20年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　
取得原価

（百万円）

中間連結貸借対照表計上額

　（百万円）

差額

（百万円）

株式 　 5 12 7

計 5 12 7

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 144

Ⅲ　前連結会計年度末（平成19年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　
取得原価

（百万円）

連結貸借対照表計上額

（百万円）

差額

（百万円）

株式 　 5 13 8

計 5 13 8

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

　 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 144

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　当社及び連結子会社は、ストック・オプション等を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　当社及び連結子会社は、ストック・オプション等を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　当社及び連結子会社は、ストック・オプション等を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　
海上運送業

（百万円）

飲食業・

商品販売業

（百万円）

その他事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,257 555 346 6,159 － 6,159

(2）セグメント間の
内部売上高又は振替高

139 79 164 382 (382) －

計 5,397 634 510 6,542 (382) 6,159

営業費用 5,937 622 501 7,062 (390) 6,671

営業損（△）益 △540 11 9 △519 (△8) △511

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　
海上運送業

（百万円）

飲食業・

商品販売業

（百万円）

その他事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,890 416 328 5,636 ― 5,636

(2）セグメント間の
内部売上高又は振替高

96 62 144 303 (303) ―

計 4,987 479 473 5,940 (303) 5,636

営業費用 5,662 485 493 6,640 (312) 6,328

営業損（△）益 △675 △6 △19 △700 (△8) △692

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　
海上運送業

（百万円）

飲食業・

商品販売業

（百万円）

その他事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 11,029 1,147 722 12,900 ― 12,900

(2）セグメント間の
内部売上高又は振替高

293 160 323 777 (777) ―

計 11,322 1,308 1,046 13,677 (777) 12,900

営業費用 11,958 1,286 1,052 14,297 (791) 13,505

営業損（△）益 △636 22 △5 △619 (△14) △605

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業

役務提供の性格及び販売物を勘案し、類似性のあるものを各々の事業区分にとりまとめております。

また、これらの事業区分に属する主要な事業は次のとおりであります。

事業区分 主要な事業

海上運送業 自動車航送事業、旅客輸送事業、海上輸送附属施設賃貸業、船舶貸渡業

飲食業・商品販売業 飲食業、商品販売業

その他事業 陸上運送業、海空運代理店業、旅行斡旋業

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 13.76円

１株当たり中間純損失 11.99円

１株当たり純資産額 3.32円

１株当たり中間純損失 6.12円

１株当たり純資産額 9.47円

１株当たり当期純損失 16.17円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、潜在株式がないため記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、潜在株式がないため記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式がないため記載してお

りません。

　（注１）　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

中間（当期）純損失 （百万円） 473 241 639

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失（百万円） 473 241 639

期中平均株式数 （千株） 39,526 39,526 39,526

　（注２）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

純資産の部の合計額 （百万円） 1,494 1,044 1,331

純資産の部の合計額から控除する金額    

少数株主持分 （百万円） 950 913 957

普通株式に係る

中間期末（期末）の純資産額
（百万円） 543 131 374

中間期末（期末）の普通株式の数 （千株） 39,526 39,526 39,526

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　

　

　　　　　―――――

　

　　

―――――

（固定資産の譲渡等）

　中九州航路の運航体制変更に伴い、提出会
社は、平成20年1月25日開催の取締役会にお
いて余剰船舶の売却を決議し、平成20年1月
28日付で、「ブルーダイヤモンド」の売却契
約を締結いたしました。同契約に基づき、平
成20年2月28日付で引渡しを完了しておりま
す。なお、運航体制の変更に先立ち、当社所有
の「さんふらわあこがね」と株式会社ダイ
ヤモンドフェリー所有の「ブルーダイヤモ
ンド」の交換を実施しており、平成20年12月
期決算においては、当該交換差額及び船舶の
帳簿価額と売却価額の差額から諸経費を控
除した約646百万円を特別利益に計上する見
込みであります。
　なお、運航体制の変更に伴い、港湾設備の除
却等を予定しており、約60百万円を特別損失
に計上する見込みであります。

　　

　　

―――――

　

　

　　　　　　―――――

(取引先の倒産） 

　提出会社の取引先である安岐運輸株式会社
は、平成20年２月29日に大分地方裁判所に破
産手続開始の申立を行い、受理されました。
　同日現在の同社に対する債権総額は約49百
万円であり、平成20年12月期において、同額
の貸倒が発生する見込みであります。 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　海運業収益 　  5,374 99.7  4,964 99.6  11,276 99.7

Ⅱ　海運業費用 ※１  5,414 100.4  5,137 103.0  10,949 96.8

海運業利益 　  － －  － －  326 2.9

海運業損失 　  39 0.7  172 3.4  － －

Ⅲ　その他事業収益 　  16 0.3  21 0.4  35 0.3

Ⅳ　その他事業費用 　  15 0.3  20 0.4  34 0.3

その他事業利益 　  0 0.0  0 0.0  1 0.0

営業総利益 　  － －  － －  327 2.9

営業総損失 　  39 0.7  172 3.4  － －

Ⅴ　一般管理費 ※１  470 8.7  504 10.1  919 8.1

営業損失 　  510 9.4  676 13.5  591 5.2

Ⅵ　営業外収益 ※２  171 3.2  41 0.8  203 1.8

Ⅶ　営業外費用 ※３  66 1.2  55 1.1  133 1.2

経常損失 　  404 7.4  690 13.8  521 4.6

Ⅷ　特別利益 ※４  3 0.0  672 13.5  3 0.0

Ⅸ　特別損失 ※５  2 0.0  168 3.4  2 0.0

税引前中間（当期）純損失 　  403 7.4  186 3.7  520 4.6

法人税、住民税及び事業税 　  4 0.1  3 0.1  8 0.1

中間（当期）純損失 　  407 7.5  190 3.8  528 4.7
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②【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成18年12月31日残高（百万円） 1,368 △1,404 △1 △37 0 12 13 △23

中間会計期間中の変動額         

中間純損失 － △407 － △407 － － － △407

自己株式の取得 － － △0 △0 － － － △0

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

－ － － － 0 － 0 0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ △407 △0 △407 0 － 0 △406

平成19年６月30日残高（百万円） 1,368 △1,812 △1 △444 1 12 14 △429

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成19年12月31日残高（百万円） 1,368 △1,933 △1 △565 0 12 13 △552

中間会計期間中の変動額         

中間純損失 － △190 － △190 － － － △190

自己株式の取得 － － △0 △0 － － － △0

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

－ － － － △0 － △0 △0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ △190 △0 △190 △0 － △0 △190

平成20年６月30日残高（百万円） 1,368 △2,123 △1 △755 0 12 13 △742

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成18年12月31日残高（百万円） 1,368 △1,404 △1 △37 0 12 13 △23

事業年度中の変動額         

当期純損失 － △528 － △528 － － － △528

自己株式の取得 － － △0 △0 － － － △0

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － △0 － △0 △0

事業年度中の変動額合計（百万円） － △528 △0 △528 △0 － △0 △528

平成19年12月31日残高（百万円） 1,368 △1,933 △1 △565 0 12 13 △552
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③【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　 461   597   438   

２．受取手形
※２
※４

51   46   60   

３．海運業未収金 　 863   686   936   

４．その他事業未収金 　 12   102   46   

５．貯蔵品 　 102   125   110   

６．その他 ※５ 505   235   614   

７．貸倒引当金 　 △1   △22   △1   

流動資産合計 　  1,995 19.0  1,772 19.4  2,204 21.4

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１          

(1）船舶 ※２ 7,538   5,599   7,168   

(2）その他 ※２ 244   670   239   

計 　 7,782   6,269   7,407   

２．無形固定資産 　 272   275   283   

３．投資その他の資産 　          

(1）投資有価証券 ※２ 557   556   556   

(2）その他長期資産 ※２ 606   385   588   

(3）貸倒引当金 　 △734   △145   △740   

計 　 429   796   403   

固定資産合計 　  8,484 81.0  7,341 80.6  8,095 78.6

資産合計 　  10,479 100.0  9,114 100.0  10,299 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日現在）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．海運業未払金 　 1,520   1,482   1,949   

２．その他事業未払金 　 4   5   5   

３．短期借入金 ※２ 200   －   －   

４．一年以内返済の長期借入金 ※２ 1,419   686   1,388   

５．その他 ※５ 363   675   608   

流動負債合計 　  3,508 33.5  2,850 31.2  3,951 38.3

Ⅱ　固定負債 　          

１．長期借入金 ※２ 6,448   6,075   5,976   

２．土地再評価に係る
繰延税金負債

　 9   9   9   

３．退職給付引当金 　 907   869   883   

４．その他 　 36   52   30   

固定負債合計 　  7,401 70.6  7,006 76.9  6,900 67.0

負債合計 　  10,909 104.1  9,856 108.1  10,851 105.3

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  1,368 13.1  1,368 15.0  1,368 13.3

２．利益剰余金 　          

(1）その他利益剰余金 　          

繰越利益剰余金 　 △1,812   △2,123   △1,933   

利益剰余金合計 　  △1,812 △17.3  △2,123 △23.3  △1,933 △18.7

３．自己株式 　  △1 △0.0  △1 △0.0  △1 △0.0

株主資本合計 　  △444 △4.2  △755 △8.3  △565 △5.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評価差額金 　  1 0.0  0 0.0  0 0.0

２．土地再評価差額金 　  12 0.1  12 0.2  12 0.1

評価・換算差額等合計 　  14 0.1  13 0.2  13 0.1

純資産合計 　  △429 △4.1  △742 △8.1  △552 △5.3

負債純資産合計 　  10,479 100.0  9,114 100.0  10,299 100.0
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［継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況］

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　当社は、平成16年度において、株式会社商船

三井並びに株式会社三井住友銀行を割当先と

する第三者割当増資を実施し、また、株式会社

三井住友銀行による債務免除を受け、債務超

過の状態を解消するとともに、平成20年度ま

での５年間を実施期間とする「経営改善計

画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対応

した運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調整

金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計

画」を策定、実行してきました。

　しかしながら、燃料油価格は更なる上昇を続

け、その影響を全て運賃に転嫁することは困

難であること、及び、他の輸送機関との競争が

激化していること等により、当中間会計期間

においては営業損失及び中間純損失を計上

し、債務超過の状況にあるため、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、燃料油価格の高騰が継続している現

状を踏まえ、平成19年２月14日開催の取締役

会において、別府航路の運航体制の見直しを

含む抜本的施策の検討を織込んだ「中期経営

計画（平成19年度から平成21年度まで）」を

策定、実行しており、商船三井グループのフェ

リー会社の１社として、引続き同社の支援の

もと、当該計画の着実な達成に向け、損益基盤

と財務体質の改善に努める所存です。

 

　なお、中間財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影

響を中間財務諸表には反映しておりません。

　当社は、平成16年度において、株式会社商船

三井並びに株式会社三井住友銀行を割当先と

する第三者割当増資を実施し、また、株式会社

三井住友銀行による債務免除を受け、債務超

過の状態を解消するとともに、平成20年度ま

での5年間を実施期間とする「経営改善計

画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対応

した運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調整

金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計

画」並びに、燃料油価格の高騰が継続してい

る現状を踏まえた「修正中期経営計画（平成

20年度から平成22年度まで）」を策定、実行

してきました。

　しかしながら、他の輸送機関との競争激化に

加え、燃料油価格の予想以上の急激な上昇を

適時に運賃へ転嫁できず、計画に比べ大幅な

減益となり、当中間会計期間においても営業

損失及び中間純損失を計上し、債務超過の状

況にあるため、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。

　当社は中九州航路の抜本的な見直しを行い、

平成20年1月16日より株式会社ダイヤモンド

フェリーと6隻6便体制で共同配船を実施し、

収益向上とコスト削減に取組んでおります

が、足下の燃料油価格の高騰を踏まえ、平成20

年8月22日の取締役会において、更なるコスト

削減施策を織込んだ「修正中期経営計画」の

見直しを実施しております。

  今後とも、商船三井グループのフェリー会

社の1社として、引続き同社の支援のもと、当

該計画の着実な達成に向け、損益基盤と財務

体質の改善に努める所存です。

 

　なお、中間財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影

響を中間財務諸表には反映しておりません。

 

　当社は、平成16年度において、株式会社商船

三井並びに株式会社三井住友銀行を割当先と

する第三者割当増資を実施し、また、株式会社

三井住友銀行による債務免除を受け、債務超

過の状態を解消するとともに、平成20年度ま

での5年間を実施期間とする「経営改善計

画」及び、その後の燃料油価格の高騰に対応

した運賃値上げ、並びに燃料油価格変動調整

金の導入等の施策を織込んだ「修正改善計

画」並びに、燃料油価格の高騰が継続してい

る現状を踏まえた「中期経営計画（平成19年

度から平成21年度まで）」を策定、実行して

きました。

　しかしながら、他の輸送機関との競争激化に

より予想ほど運賃収入が伸びず、また燃料油

価格の予想以上の高騰により計画に比べ大幅

な減益となり、当事業年度においても営業損

失、経常損失、当期純損失を計上して債務超過

の状況にあるため、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　 当社は、株式会社ダイヤモンドフェリーと7

隻8便で共同運営してきた中九州航路の抜本

的な見直しを行い、平成20年1月16日より同社

との共同配船による6隻6便体制への移行を実

施し、収益向上とコスト削減を図ることによ

り、厳しい経営環境においても収益を維持で

きる黒字体質の確立に取組んでいきます。こ

の取組みを前提に、平成20年2月13日開催の取

締役会において、「中期経営計画」を一部修

正した「修正中期経営計画」を策定してお

り、商船三井グループのフェリー会社の1社と

して、引続き同社の支援のもと、当該計画の着

実な達成に向け、損益基盤と財務体質の改善

に努める所存です。

 

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を

財務諸表には反映しておりません。
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［中間財務諸表作成の基本となる重要な事項］

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく

 時価法（評価差額は全部純資産

直入法、売却原価は移動平均法）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入

法、売却原価は移動平均法）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①　評価基準…原価基準

②　評価方法…燃料油は最終仕入原価法、

その他の貯蔵品は個別法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　船舶は定額法によって償却し、船舶以外

の有形固定資産は定率法によっておりま

す。

　但し、平成10年４月１日以降取得の建物

については、定額法を採用しております。

　また、建物については、平成10年度の税

制改正により耐用年数の短縮が行われて

おりますが、改正前の耐用年数を継続し

て適用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

船舶　　　　　　　　　　　　18年

建物及び構築物　　　　　３～65年

機械装置及び車両運搬具　２～17年

　

 

 　　　　     　―――――

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税

引前中間純損失がそれぞれ13百万円増加

しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 

　

 

 　　　　     　―――――

(2）無形固定資産

　定額法によって償却しております。

　なお、ソフトウェアについては社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額

法によって償却しております。

(2）無形固定資産

同左

　

 

 

(2）無形固定資産

同左
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務（簡便法）

及び年金資産の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務（簡便法）

及び年金資産に基づき計上しておりま

す。

　なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。

　

　

　　　　―――――　

(3) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、

役員に対する退職慰労金の支給見積額の

うち、当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。　　

　

　

　　　　　―――――　

(3）特別修繕引当金

　船舶安全法による船舶の定期検査工事

費用の支出に充てるため、将来の修繕見

積額に基づき計上しております。

(4）特別修繕引当金

同左

(3）特別修繕引当金

同左

４．収益及び費用の計上基準

　貨物運賃並びに自動車航送運賃は積切

時、船客運賃は乗船時に収益に計上して

おり、又、運航費はこれに対応して貨物、

自動車の揚切時及び船客の下船時までの

ものを計上し、船費並びに借船料は発生

主義により計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

同左

４．収益及び費用の計上基準

同左

５．リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

５．リース取引の処理方法

同左

５．リース取引の処理方法

同左

６．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

６．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左

６．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左
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［中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更］

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　

 

―――――　

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（役員退職慰労引当金）　

　当社では、役員退職慰労金を従来支出時の費

用として処理しておりましたが、改正後の

「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会監査・保証実務委員会報告第42号）を

適用し、当中間会計期間より期末日において

発生していると認められる額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に変更しておりま

す。　

　これにより、従来の方法に比べ、一般管理費

が3百万円、特別損失が20百万円それぞれ増加

し、経常損失は3百万円、税引前中間純損失は

23百万円それぞれ増加しております。

　

 

―――――　 

 

 

 

 

 

 

 

　

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間会計期間より、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

　なお、この変更による損益に与える影響は軽

微であります。

 

　

　

　―――――

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した資産について

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

　なお、この変更による損益に与える影響は軽

微であります。
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［注記事項］

（中間損益計算書関係）

　
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．減価償却実施額 　 　 　

有形固定資産

無形固定資産

計

463百万円

11百万円

474百万円

379百万円

14百万円

393百万円

930百万円

23百万円

953百万円

※２．営業外収益のうち

主なもの

　 　 　

受取利息

受取配当金

6百万円

133百万円

4百万円

8百万円

13百万円

134百万円

※３．営業外費用のうち

主なもの

　 　 　

支払利息 64百万円 52百万円 129百万円

※４．特別利益 　 　 　

船舶売却益

投資有価証券売却益

－百万円

3百万円

672百万円

－百万円

－百万円

3百万円

※５．特別損失 　 　 　

貸倒引当金繰入額

固定資産除却損

役員退職慰労引当金繰入額　

子会社株式評価損　

投資有価証券評価損　

－百万円

－百万円　

 　－百万円

　－百万円

2百万円　

76百万円

　57百万円

 20百万円　

13百万円　

　－百万円

－百万円

　－百万円

－百万円

　－百万円

2百万円　

（中間株主資本等変動計算書関係）

　
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．自己株式の種類及び株式数に

関する事項

　 　 　

自己株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

前事業年度末株式数 4,678株 4,748株 4,678株

当中間会計期間（事業年度）

増加株式数
26株 134株 70株

当中間会計期間（事業年度）

減少株式数
－株 －株 －株

当中間会計期間（事業年度）

末株式数
4,704株 4,882株 4,748株

　 　当中間会計期間の増加は単元未

満株式の買取によるものであり

ます。

　当中間会計期間の増加は単元未

満株式の買取によるものであり

ます。

　当事業年度の増加は単元未満株

式の買取によるものであります。
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（中間貸借対照表関係）

　
前中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日現在）
前事業年度

（平成19年12月31日現在）

※１．有形固定資産の

減価償却累計額

　 　 　

船舶

その他

計

14,590百万円

556百万円

15,146百万円

10,872百万円

504百万円

11,376百万円

15,048百万円

557百万円

15,606百万円

※２．担保資産及び

担保付債務

　 　 　

(1）担保に供している

資産

　 　 　

流動資産

受取手形

有形固定資産

船舶

その他

投資その他の資産

投資有価証券

その他長期資産

計

　

34百万円

　

7,397百万円

97百万円

　

17百万円

6百万円

7,553百万円

　

29百万円

　

5,442百万円

93百万円

　

17百万円

6百万円

5,589百万円

　

33百万円

　

7,036百万円

95百万円

　

17百万円

6百万円

7,188百万円

(2）担保付債務 　 　 　

短期借入金

一年以内返済の

長期借入金

長期借入金

計

200百万円

1,419百万円

6,448百万円

8,067百万円

－百万円

686百万円

6,075百万円

6,761百万円

－百万円

1,388百万円

5,976百万円

7,365百万円

　３．保証債務  

 

─────

　神戸フェリーバス（株）のリー

ス契約による支払い債務70百万

円に対し、当社を含め2社で保証

を行っております。　

　また、さんふらわあトラベル

（株）の仕入債務につき、極度額

3百万円の保証を行っておりま

す。　

 

 

─────

※４．期末日満期手形の

会計処理

　当中間会計期間末日は金融機関

の休日でありましたが、満期日に

決済が行われたものとして処理し

ております。

　当中間会計期間末日満期手形は

次のとおりであります。

 

 

─────

　当事業年度末日は金融機関の休

日でありましたが、満期日に決済

が行われたものとして処理してお

ります。

　当事業年度末日満期手形は次の

とおりであります。

　 受取手形 18百万円　 受取手形 16百万円

※５．消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

 

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

 

─────
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

　
車両運搬具
（百万円）

器具及び
備品

（百万円）

合計
（百万円）

取得価額相
当額

－ 108 108

減価償却累
計額相当額

－ 45 45

中間期末残
高相当額

－ 63 63

　
車両運搬具
（百万円）

器具及び
備品

（百万円）

合計
（百万円）

取得価額相
当額

4 108 113

減価償却累
計額相当額

0 63 64

中間期末残
高相当額

3 45 48

　
車両運搬具
（百万円）

器具及び
備品

（百万円）

合計
（百万円）

取得価額相
当額

4 108 113

減価償却累
計額相当額

0 54 54

期末残高相
当額

3 54 58

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 18百万円

１年超 45百万円

合計 63百万円

１年内 18百万円

１年超 29百万円

合計 48百万円

１年内 18百万円

１年超 39百万円

合計 58百万円

　なお、取得価額相当額及び未経過リース

料中間期末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、中間

財務諸表等規則第５条の３において準用

する財務諸表等規則第８条の６第２項の

規定に基づき、支払利子込み法により算

定しております。

同左 　なお、取得価額相当額及び未経過リース

料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、財務諸表等規則第

８条の６第２項の規定に基づき、支払利

子込み法により算定しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 9百万円

減価償却費相当額 9百万円

支払リース料 9百万円

減価償却費相当額 9百万円

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 18百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 21百万円

１年超 8百万円

合計 30百万円

１年内 8百万円

１年超 －百万円

合計 8百万円

１年内 19百万円

１年超 －百万円

合計 19百万円
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　

　

　　　　　―――――

　

　　

―――――

（固定資産の譲渡等）

　中九州航路の運航体制変更に伴い、当社は、

平成20年1月25日開催の取締役会において余

剰船舶の売却を決議し、平成20年1月28日付

で、「ブルーダイヤモンド」の売却契約を締

結いたしました。同契約に基づき、平成20年2

月28日付で引渡しを完了しております。な

お、運航体制の変更に先立ち、当社所有の

「さんふらわあこがね」と株式会社ダイヤ

モンドフェリー所有の「ブルーダイヤモン

ド」の交換を実施しており、平成20年12月期

決算においては、当該交換差額及び船舶の帳

簿価額と売却価額の差額から諸経費を控除

した約646百万円を特別利益に計上する見込

みであります。

　なお、運航体制の変更に伴い、港湾設備の除

却等を予定しており、約60百万円を特別損失

に計上する見込みであります。

 

　　

　　

―――――

　

　

　　　　　　―――――

（取引先の倒産） 

　当社の取引先である安岐運輸株式会社は、

平成20年２月29日に大分地方裁判所に破産

手続開始の申立を行い、受理されました。

　同日現在の同社に対する債権総額は約49百

万円であり、平成20年12月期において、同額

の貸倒が発生する見込みであります。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

　(1）臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号ならびに19号（財政状態及び経営成
績に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

　
平成20年２月28日

近畿財務局長に提出

　(2）臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号（取立不能の債権）に基づく臨時報
告書であります。

　
平成20年３月13日

近畿財務局長に提出

　(3）有価証券報告書及びその添付書類
事業年度

（第96期）

（自平成19年１月１日

至平成19年12月31日） 　
平成20年３月31日

近畿財務局長に提出

　(4）有価証券報告書の訂正報告書
事業年度

（第96期）　

（自平成19年１月１日

至平成19年12月31日）
　
平成20年６月18日

近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成19年９月26日

関西汽船株式会社  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中 島  　久 木

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関西汽船株

式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19

年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、関西汽船株式会社及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失、経常損失、中間純損失が継続している状況にあり、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（※）　上記は、半期報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しています。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成20年９月29日

関西汽船株式会社  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中 島    久 木

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

関西汽船株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成20年１月１日

から平成20年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、関西汽船株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。

　追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失、経常損失及び中間純損失が継続している状況にあり、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中

間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映

していない。

２．中間連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社の役員

退職慰労金については、従来、支出時の費用として処理されていたが、当中間連結会計期間から役員退職慰労引当金と

して計上する方法に変更している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（※）　上記は、半期報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しています。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成19年９月26日

関西汽船株式会社  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中 島    久 木

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関西汽船株

式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第96期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年

６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

関西汽船株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１日から平

成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は債務超過の状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（※）　上記は、半期報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しています。
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 独立監査人の中間監査報告書 

 平成20年９月29日

関西汽船株式会社  

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 日根野谷　正人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中 島    久 木

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

関西汽船株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第97期事業年度の中間会計期間(平成20年１月１日か

ら平成20年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

関西汽船株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成20年１月１日から平

成20年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は債務超過の状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社の役員退職慰労金について

は、従来、支出時の費用として処理されていたが、当中間会計期間から役員退職慰労引当金として計上する方法に変更

している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（※）　上記は、半期報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しています。
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